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様式第1号(第5条関係)       

会 議 概 要 

会 議 の 名 称  令和５年度第３回しょうぶ会館運営委員会 

開 催 年 月 日  令和５年１０月１７日（火） 

開 始 ・ 終 了 時 刻  午前１０時３０分 から 午前１１時５５分 

開 催 場 所  しょうぶ会館 小ホール 

議 長 氏 名  水島輝彦 

出 席 委 員 ( 者 ) 氏 名 
 水島輝彦、古澤京子、樋口しげ子、石井 宏、木村 栄、内田健二、

山崎 豊、今村望太郎、水島浩之 

欠 席 委 員 ( 者 ) 氏 名  水島芳子、三浦 駿、矢嶋正俊 

説 明 者 の 職 氏 名 

 菖蒲総合支所 支所長 関口昭一 

 しょうぶ会館 館長 小沢俊明 

 しょうぶ会館 担当主査 大八木正浩 

 しょうぶ会館 担当主査 青木幸弘 

 しょうぶ会館 主任 菊池秀美 

 教育部生涯学習課 課長補佐兼係長 菊地俊一 

 教育部生涯学習課 主任 杉本留美子  

事 務 局 職 員 職 氏 名 

しょうぶ会館 館長 小沢俊明 

 しょうぶ会館 担当主査 大八木正浩 

 しょうぶ会館 担当主査 青木幸弘 

 しょうぶ会館 主任 菊池秀美  

会 議 次 第 

 〇第３回しょうぶ会館運営委員会 

 １ 開会 

 ２ あいさつ 

 ３ 議題 

（１） 令和５年度事業中間報告について 

（２） 今後の事業について 

 ４ その他 

 ５ 閉会  

配 布 資 料 

 ・次第 

 ・令和５年度中間報告について（４月～９月） 

・令和５年度しょうぶ会館利用者数一覧表（４月～９月） 

・今後の事業について（１０月～３月） 

 ・令和４年度事業決算について 

 ・しょうぶ会館運営委員会視察研修について（案） 

 ・しょうぶ会館運営委員会開催予定と主な内容について 

会 議 の 公 開 又 は 非 公 開  公 開 

傍 聴 人 数  ０ 人 
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皆様、おはようございます。 

只今より、令和５年度第３回しょうぶ会館運営委員会を開会いたします。 

本日は、水島会長をはじめ、運営委員の皆様には、ご多忙の中ご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。 

本日進行を進め務めさせていただきます、しょうぶ会館館長小沢でございま

す。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の委員の皆様につきましては、過半数の出席となっております。しょう

ぶ会館運営委員会規則６条第２項に基づきまして開会できることをご報告申し

上げます。 

なお、水島芳子委員、三浦委員、矢嶋委員がご欠席という連絡をいただいて

おります。 

次に、会議録の公開及び傍聴についてでございますが、本日の会議の内容に

つきましては会議録を公開しておりますので、録音させていただくことをあら

かじめご了承ください。 

また、審議会等の会議の公開に関する条例に基づきまして、会議は原則公開

としており、会議の傍聴を認めております。本日、現在のところ、傍聴者はお

りません。 

次に会議録の署名ですが、今回の会議録にご署名をいただく委員につきまし

ては、古澤委員と樋口委員にお願いしたいと思います。 

会議録が完成し次第、ご確認いただきまして、ご署名をお願いしたいと思い

ます。 

 

続きまして、本日の資料のご確認をいたします。お手元の資料をご覧くださ

い。 

まず、事前配布資料として本日の次第Ａ４、１枚、次に、議題（１）令和５

年度中間報告について（４月～９月）、Ａ３、２枚と令和５年度しょうぶ会館

利用者数一覧表（４月～９月）Ａ４、１枚、次に、議題（２）今後の事業につ

いて（１０月～３月）、Ａ４、２枚、次に、３その他、令和４年度事業決算に

ついてＡ３、１枚、しょうぶ会館運営委員会視察研修について（案）、しょう

ぶ会館運営委員会開催予定と主な内容についてＡ４、１枚、でございます。 

以上になりますが、不足はございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、次第の２挨拶でございます。 

はじめに、しょうぶ会館運営委員会会長水島会長よりご挨拶をお願いしたい

と思います。 

 

皆様、おはようございます。しょうぶ会館運営委員任期最後の運営委員会で

ございます。この後、１１月に委嘱するということになっております。元々

は、４月に委嘱され３月までの任期でしたが、過去の委嘱から、どんどんずれ

まして、１１月になってしまったということでございます。これから委員の皆

様に事業報告と、事業計画について議論してもらうわけでございます。よろし

くお願いしたいと思います。 

夏から秋にかけて、非常に天候が不順といいますか野菜が高騰しておりまし

て、お米は、まあまあということで、そんなには値段も上がってはいないよう

ですが、いろいろな形のところに影響が出ているなという感じです。 

昨日、内閣支持率が最低になったという記事を見ました。不支持の人が約６

０％近く、支持する人は３０％ちょっとなど、政治に無関心なのか関心がある

のかは分かりません。 

この間、久喜地区へ行きまして色々な人と行き会いましたけれど、学校の校

長先生たちは非常に元気ですね。久喜地区には校長経験者の方もおり、みんな

元気で張り切っておりました。 

やはり、人間元気でいないと駄目ですね。この季節、気温の変化についてい
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けず体調を崩しがちにはなると思いますので、皆様方には健康に留意して、こ

れからも頑張ってもらいたいと思います。簡単ではございますけども、挨拶に

代えたいと思います。今日はご苦労様でございます。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、菖蒲総合支所、関口支所長よりご挨拶を申し上げます。 

 

しょうぶ会館運営委員会委員の皆様、改めまして、おはようございます。 

本日はご多用の中、令和５年度第３回しょうぶ会館運営委員会ご出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、この運営委員会をはじめ、ポピーまつりや、こどもまつり

に代表される地域交流など、多くの会館事業に多大なるご指導、ご協力を賜

り、誠にありがとうございます。また、来月１８日に開催します、第４２回菖

蒲地区人権のつどい、少年の主張大会につきましても、委員の皆様に、ご出席

いただき、盛会に、開催できればと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

さて、本日は、「令和５年度事業中間報告」について、「今後事業につい

て」をご審議いただくものでございます。委員の皆様には、引き続き、ご指

導・ご支援を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。 

結びに、これから、寒い季節を迎えてまいりますが、委員の皆様には、ご自

愛いただきますとともに、ますますのご健勝、ご活躍をご祈念申し上げ、ごあ

いさつとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、次第の３議題に入りたいと存じます。 

議事の進行につきましては、久喜市しょうぶ会館運営委員会規則第６条第１

項の規定に基づきまして、会長が議長となることとなっておりますので、水島

会長に議長となり議事の進行をお願いしたいと思います。 

水島会長よろしくお願いします。 

 

それでは、議題（１）令和５年度事業中間報告について、主だった内容をご

説明ください。 

 

議題（１）令和５年度中間報告についてご説明します。資料の１ページから

２ページになります。個別事業として、№１のさわやかルーム事業からNo６１

ボードゲーム教室の、年度当初計画した６１事業のうち、中間報告として、事

業実施中のものや、事業が終了しました２５事業について、主な事業につきま

して中間報告をさせていただきます。中間報告をする２５事業のうち会館での

事業が１７事業、運動公園での事業が８事業となります。はじめに、２５事業

の内、会館にて実施した１７事業の主な事業の説明をさせていただきます。 

資料は、№、個別事業名、実施時期、時間、会場、回数、参加者数、成果と課 

題となっております。まず、通年事業としまして、№１さわやかルーム事業、 

№２足湯、№３卓球、№１２ほほえみクラブ、№１６ベビーヨガ、№１７緑の 

カーテン、№２０長期休業中の子ども事業の７事業となります。続いて、会館 

にて９月末までに終了している事業は、№６さわやかサロン、№７ポプリ教 

室、№１３すくすく広場№１８昆虫観察会、２ページに掲載しております、 

№４２しょうぶポピーまつり、№４３サツマイモ植え、№４４落花生種まき、 

№４５カボチャ苗植え、№４６じゃがいも収穫、№４７カボチャ収穫の１０事 

業となっております。№１さわやかルーム事業ですが、前回７月の第２回運営 

委員で、試験的にカラオケ事業を進めさせていただくことをお願いし、８月よ 

り毎週火曜日の１０時から１２時までさわやかルームにて、９月までに８回実 

施をし、延べ９３人の参加がございました。参加者は２曲から３曲程度楽しん 

でいただいているところでございます。今月まで試験的に実施をするところで 

はございますが、カラオケ事業については、好評なため、１０月で終了するこ 

となく、１１月からも事業として週１回、引き続き実施してまいりたいと考え 

ております。続いて№７ポプリ教室ですが、参加者同士が作品を見せ合いなが 

ら楽しく交流を深めることができました。№１３すくすく広場ですが、会館の 

外広場で３歳４歳児を対象としたミニプールを実施しました。№１８昆虫観察 

会ですが、鈴虫やカブトムシなどを友達や親子で交流が深められました。カブ 

トムシの幼虫から羽化までを観察できるようにしたのが好評でした。続いて№ 

４２しょうぶポピーまつりについては、前回の運営委員会に於いて既に報告し 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水島会長 

 

内田副会長 

 

 

大八木担当主査 

 

木村委員 

 

 

 

大八木担当主査 

 

 

ておりますので割愛させていただきます。№４３さつまいも植えについては、 

菖蒲小学校３年生と６年生に苗植えの体験をしていただきました。№４４落花 

生種まきについては、種から苗までの発育状態が悪く、職員による種のじか蒔 

きで対応したところです。来年度につきましては、事業名のとおり苗植えでは 

なく、種まき体験ができるよう準備してまいりたいと考えております。№４５ 

カボチャ苗植えについては、菖蒲小学校１年生と４年生、ＬＬＣ久喜学園の皆 

さんに苗植えの体験をしていただきました。№４６じゃがいも収穫について 

は、菖蒲小学校２年生と５年生ＬＬＣ久喜学園の皆さんに芋ほり体験をしてい 

ただきました。№４７カボチャの収穫については、今年の夏は、熱波と思える 

ような暑さの中でしたので、不作となってしまいました。９月２７日から収穫 

できるものから順次収穫を開始し、９月末現在、合計で３６個となっておりま 

す。その後、１０月３日１６個、１０月８日２３個、１０月１２日２７個の収 

穫となっております。今年度の収穫量といたしましては、坊ちゃん６１個、紅 

クリ７個、ハロウィンジャンボ３４個で、合計１０２個であり、ハロウィン 

ジャンボの最高重量が約１４㎏で、７～８㎏程度の重量のものが半数位収穫で 

きたところでございまして、昨年度のような５０㎏級の収穫ができなかったこ 

と、また、収穫数についても体験するだけの実ができなかったことは非常に残 

念な結果となってしまいました。来年度に向けて対策を考えておるところでご 

ざいます。続きまして、菖蒲運動公園にて実施いたしました、事業について説 

明させていただきます。まず、菖蒲運動公園で９月末までに終了している事業 

は、№２４こどもまつり、№３０ 七夕飾り、№３９ ハーブ苗植え、№５４  

納涼会、№５７ 夏休み健康ラジオ体操、の５事業となっております。事業の 

参加者数と成果と課題についてでございます。特に参加者の多かった、№２８ 

のこどもまつりについてご説明させていただきます。本年度は８月９日に会場 

を管理棟東側広場付近で実施いたしました。当日は、雨が一時的に強く降る天 

候でしたが、４３６人の参加をいただきました。成果につきましては、多くの 

子どもたちが楽しみながら参加し、地域住民の交流も深められたと考えており 

ます。また、協力いただいているボランティアの実行委員を昨年度の２３人か 

ら４４人に増やしたことにより、ボランティア自身も十分に楽しむことができ 

ました。次に課題ですが、一時的に雨が強く降った場合の対策を考える必要が 

あると考えています。また、本年度は会場出入口に受付を２か所設置して来場 

者の利便性を図りました。来年度は通行の少なかった受付の位置については、 

動線を考え、見直す必要があると考えています。ほかにも、参加者や実行委員 

の小中学生ボランティアからご意見をいただきましたので、それらを精査し、 

来年度の事業に活かしてまいりたいと考えております。次に現在、継続して実 

施いている事業でございます。№４ グラウンドゴルフ、№５ サッカー教室、 

№１７ 緑のカーテン、№５２ なつかしい遊び広場の４事業です。参加者数 

は、各事業とも９月３０日現在までの数字となっており、引き続き実施してま 

いります。 

以上で簡単ではございますが、しょうぶ会館、農園、菖蒲運動公園の実施事

業の中間報告とさせていただきます。 

続きまして、令和５年度しょうぶ会館利用者数一覧表（４月～９月）につい 

てご説明します。月別利用者数の４月～９月までのサークル活動、隣保館事

業、児童館、その他（ふれあい教室・会議等）の合計利用者数は８，９０９人

となっており、前年度と比較して８７．１％となっております。 

簡単ではありますが、令和５年度しょうぶ会館利用者数一覧表（４月～９

月）について説明とさせていただきます。 

 

事務局より説明がありました。ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

 

№２４こどもまつりの参加者人数４３６人については、大人も含めた参加者

数ということですか。 

 

はい。こどもまつりの参加者数については、大人も含めた人数となります。 

 

№４４落花生種まきについて、先ほどの説明では、種から苗までの発育状態 

が悪く、職員による種のじか蒔きで対応したということですが、発芽状態が悪

かったということですか。 

 

はい。種を蒔くのではなく発芽をさせてから植えることを考えていました

が、うまくいきませんでした。 
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なぜ、落花生を種ではなく、苗にしてから植えようと思ったのですか。 

 

例えば、動物除けのためには種を蒔くのではなく苗にしてから植えた方が良

いとか、種と苗から植えた方が良いという比較のデータに基づいて、苗植えに

しようと思ったわけでしょう。 

 

 落花生は発芽率が悪く、種蒔きでは動物にも食べられてしまうことが考えら

れましたので、発芽してから植えた方が、収穫率が良いと思ったからです。 

 

それぞれの野菜についても種の発芽率があって、それを基準にして蒔きま

す。動物除けであるならネットを被せて栽培するなど工夫をしてみてくださ

い。それで結構収穫できると思います。いろいろ研究してみてやってみてくだ

さい。 

 

はい。わかりました。種を蒔く方法で、動物除け等を考えて準備することを

考えていきます。 

 

事業の報告には、植えた数や、収穫量を表示したほうが良いと思いますので

よろしくお願いします。 

 

はい。わかりました。事業実績には載せるようにします。 

 

他にありますか。 

なければ、議題（２）今後の事業について、主だった内容をご説明くださ

い。 

 

議題（２）今後の事業について（１０月～３月）ご説明します。年度当初計

画した事業のうち、今後の事業について（１０月～３月）の３５事業につい

て、主だった事業についてご説明します。３５事業のうち会館での事業が１９

事業、運動公園での事業が１６事業となります。№２５ふれあい交流会につい

ては、計画では１１月下旬となっておりますが、１２月１９日火曜日に実施し

たいと考えております。№３１レクリエーション吹き矢は、１１月１２日、 

１９日の日曜日に、№５９初心者スマートフォン教室は、１１月７日火曜日

に、№６１移動動物園事業は１１月４日土曜日に、それぞれ実施したいと考え

ております。また、№１０パンフラワー教室については、講師の高齢化によ

り、講師を探しているところでございます。その他の事業につきましては、準

備ができ次第実施できるよう、調整をしております。簡単ではありますが、今

後の事業について（１０月～３月）の説明とさせていただきます。 

 

ご意見はございますか。 

 

№６１移動動物園について、菖蒲小学校との関りについては、どのように考

えているのでしょうか。 

 

移動動物園につきましては、ポスターを作製して、菖蒲地区の小学校、中学

校、幼稚園、保育園に掲示していただくようお願いしたところでございます。

当日は小動物とのふれあいの他、ポニーの乗馬については、整理券の配付を考

えているところであります。 

 

各学校ではなく、菖蒲小学校との関りはどうなっているのですか。 

 

菖蒲小学校との関りについては、菖蒲小学校との日程調整が合わなかったた

め、菖蒲地区内の園児や児童生徒を対象にした移動動物園と考えています。 

 

ポニーの乗馬については、体重制限もありますよね。申込多数により乗馬で

きませんというようにならないためには、事前に調整も必要ではないのでしょ

うか。 

 

ポニーの乗馬については、人数を振分けてしまうなどを考えてみてはどうで

すか。 

 

ポニーの乗馬につきましては、小学生の低学年までと体重制限をさせていた
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青木担当主査 
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青木担当主査 

 

水島会長 
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小沢館長 

 

 

 

 

水島会長 

 

 

 

 

関口支所長 

 

 

 

 

 

 

 

水島浩之委員 

 

 

だいておりますが、事前の学校等への申込みではなく、当日の９時３０分から

整理券を配布するということで進めさせていただいているところでございま

す。乗馬は、午前１０時から１２時、午後は１時から３時までということで、

来た順番にはなりますが、実施させていただこうと考えております。 

 

そうすると、先着何名ということも表記しないと、次から次へと来た場合、

どこで打ち切るのかということは。 

 

午前分の整理券が終了した場合には、午後になってしまいますよというご案

内をして対応をさせていただきたいと存じます。 

 

午前中が何名、午後が何名という先着順ということでよろしいでしょうか。 

 

そのように考えております。 

 

他に何かありますでしょうか。 

 

№３２シャボン玉飛ばしについてですが、シャボン玉を作る器具は、人間が

入れるような大きな玉ができるようなものなのか、それとも小さい球ができる

ものなのですか。 

 

直径１０㎝から１５㎝位のシャボン玉ができるくらいの輪を準備しておりま

す。昨年、大きいのを作ろうとして、シャボンの方がうまくいかなかったので

それについては検討していきたいと考えております。 

 

割れないシャボンなどもありますよね。 

 

それも試してはみたのですが、すぐに割れてしまいましてうまくいきません

でした。 

 

シャボンを機械で噴射するのもありますよね。 

 

検討してまいりたいと考えております。 

 

割れないシャボン玉ができるよう少しでも研究してみてください。 

他にありますか。 

 

職員が１名長期で病休ということで休んでおりますが、隣保館、児童館や公

園事業などを抱えていて、元々は必要な人数が配置されているとは思います

が、人員の補充は考えていますか。 

 

今、副館長が病休ということで１名欠けている状態でありますが、会計年度

任用職員の募集を掛けたことにより、明日から午前中のみの事務補助をしてい

ただくことになる会計任用職員が配置されることになりますのでご報告させて

いただきます。 

 

来年度から、支所がなくなり行政センターとなり、しょうぶ会館は総務部に

移行されますよね。行政センターには人権担当がいますよね。命令権はどのよ

うになっているのでしょうか。今は支所長が出席されておりますが、来年度の

運営委員会には総務部長が出席するということですか。 

 

今の考えでは、会長がお話されたように、しょうぶ会館は総務部に行く予定

となっております。支所は行政センターになりますけれども、行政センター長

ということで少し立場が変わる状況となります。支所の人権担当につきまして

は総務人権係ということで、総務係と人権推進係が一緒になった形となります

が、人権担当につきましては部が総務部になりますので、総務部長からしょう

ぶ会館や各行政センターの人権担当への命令系統になるのではないかと今のと

ころは予定されているところであります。 

 

しょうぶ会館運営委員も１１月より新たに委嘱されますよね。組織がどう変

わるかわからないのに、運営委員の方も引き受けられるのかという話にもなり

ます。１１月より運営委員になり、４月の組織改正によっては運営委員ができ
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水島会長 

 

 

水島浩之委員 
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水島会長 

 

小沢館長 

 

ませんよという形がありきでよろしいでしょうか。 

 

行政センター長が総務部長と市民部長の関りについてどうやっていくのかな

ど説明ができるようにしておいてください。 

他になければ、４その他の説明をおねがいします。 

 

４その他、初めに、令和４年度決算にについてご説明します。歳入と歳出に

ついて、報告させていただきます。お手元の資料のとおりとなっております。 

以上でございます。 

 

シルバー人材センターに支払っている賃金はどこになりますか。 

 

シルバー人材センターへの支払いについては、１２委託料の清掃業務委託料

と施設管理委託料になります。 

 

清掃業務委託料のシルバー人材センターへの支払額はどのくらいでしょう

か。 

 

９２８，０００円程度になります。 

 

毎日清掃に入っているのでしょうか。 

 

こどもの日を除いた開館日に清掃に入ってもらっています。 

 

昔は、利用者に施設の清掃をしていただいていた。年末には窓ふきなどもし

ていただいていたものです。清掃だけでなく夜間の貸館もありますよね。 

施設管理委託料のシルバー人材センターへの支払額はどのくらいでしょう

か。 

 

施設管理委託料１，２６９，２９７円全額でございます。 

 

清掃業務と施設管理で、約２，１００，０００円シルバー人材センターに支

払っているようですが、これだけ支払う必要があるのですか。 

 

施設管理委託料については、前日までに夜間の申込があった日のみになりま

す。 

 

毎日お金を掛けてシルバー人材センターに頼んでいる必要性があるのかどう

かということです。地域の館なのだから夜間の受付など地域の人にお願いする

方法もあるのではないでしょうか。清掃についても毎日やる必要があるので

しょうか。 

 

必要に応じて、やる人がいないから頼むというのならわかりますが、なぜ募

集もしないでシルバー人材センターに頼んでいるのですか。 

 

職員が時差出勤することで対応できるのではないかと考えることもできま

す。 

 

どういう形で団体が夜間使うのか。特定の団体なのか、昼間に変更できない

のかなどをよく考えた方が良いと思います。よろしくお願いします。 

 

水島会長、議事の進行をありがとうございました。 

皆様の運営委員の任期が１０月末で任期満了となります。１１月から新たな

委員さんのもとに進めさせていただきたいと考えております。委員の皆様にお

かれましては、引き続きよろしくお願いしたいと存じます。委嘱については、

１１月の早い時期に執り行いたいと考えておりますが、いつ頃がよろしいで

しょうか。。 

 

運営委員から承諾書はもらってありますか。 

 

口頭では承諾いただいている方はおります。 
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今月中に承諾書をもらうわけですから、その時に複数日希望日を聞いて回っ

てみて多くの委員が集まれる日がよいのではないでしょうか。 

 

わかりました。そのように進めさせていただきます。 

議事、事務局の追加報告まで終了となりました。あと、もう１点ですが、 

１２月の話になりますが５日から７日まで菖蒲中学校の３名の生徒が職業体験

ということで、来館されることをご報告いたします。 

それでは、閉会とさせていただきたいと存じます。閉会のご挨拶を内田副会

長にお願いしたいと存じます。 

 

今回の運営委員会が任期末の区切りの委員会ということもあり、運営委員の

皆様、大変お疲れさまでした。 

運営委員会の資料、事業の中間報告にありました８月のこどもまつりは、あ

の雨の中４３６人も集まったということでとても盛況でしたし、私も参加させ

ていただきましたが、親子が多かったことを感じました。 

小林や栢間の方からも沢山来て、子どもたちの楽しみが少しずつでも盛況に

なってくれればと思います。また、視察の研修も計画されていることと思われ

ますので、引き続き運営委員を継続される方はよろしくお願いいたします。 

 以上で令和５年度第３回しょうぶ会館運営委員会を閉じさせていただきま

す。 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  令和 ５ 年 １１ 月  １６ 日 

 

 

             樋口 しげ子   
 

 

             古澤 京子   

 (注)特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


